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研究成果の概要（和文）：自閉症児者の住環境整備として自宅で過ごす当事者の家族へのアンケート、訪問調査、グル
ープホームの調査から住環境整備で配慮する点を記す。①トランジションエリアを設置する。②視覚的に刺激物をコン
トロールする。③専有空間を確保する。④カームダウンできる場所を確保する。⑤人・場所・行動を1対1対1対応する(
個室でも必要な場合がある)。⑥動線を共有しない。⑦よく過ごす場所を音の発生源から離す。

研究成果の概要（英文）：The researches about environmental design of houses for people with autism are 
questionnaires to their families, interviews to their families and the surveys in the group home for 
autism. Attentions to planning of houses for people with autism are fellows. 1) to set the transition 
area 2) to control stimulus by seeing 3) to set the monopoly of the part of common space 4) to sent the 
space to calm down 5) to correspond one person, one place and one behavior (including private room) 6) to 
set their own traffic line and not sharing 7) to separate their place from the places of the generated 
sound.

研究分野： 建築計画

キーワード： 自閉症　住環境
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 自閉症児者は感覚や認知に特有の障害を
抱えている。そのため自閉症児者はさまざま
な場所で、健常者からみる問題行動(以下、
不適応行動)や、感覚がもたらす不適応(以下、
感覚調整障害)が起きている。近年、一部特
別支援学校では自閉症児者が安全に安心し
て快適に教育を受けるよう、教育分野で開発
された TEACCH プログラムの｢構造化｣を用い
た空間整備が行われている。一方、住環境の
整備は遅れているので自閉症児者の障害特
性に配慮した整備が待たれている。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、不適応行動だけでなく感覚調
整障害にも着目し、自閉症児者の不適応行動
と感覚調整障害を取り除く住環境の対策を
明らかにする。そして居住系施設において取
り組まれている｢構造化｣について住宅への
援用可能性について明らかにする。それらを
通して自閉症児者の障害特性に配慮した住
環境整備の指針を得ることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)自閉症児者の自宅の住環境整備に関する
アンケート調査 
 構造化の 4 指標の実施状況の把握と工夫、
不適応行動とその対応、感覚調整障害の有無
とその対応、自宅の情報等に関するアンケー
ト調査を行った。アンケートは主に自閉症児
者の支援を行う大阪府内の法人等 11 団体に
依頼した。実施期間は 2012 年 10月〜12 月で
あり、597 名にアンケートを配布し、203 名
から有効回答を得た。有効回答率は 34。0%
であった。 
 
(2)自閉症児者の住宅の住環境整備に関する
訪問調査 
 アンケートから自宅訪問の協力が得られ
た 11 名を対象に、自閉症児者が自宅で過ご
すために配慮している点、工夫している点や
問題となる点などについてヒアリングを行
い、平面図を作成した。なお、住環境整備の
指針を得るため、この調査以前に取り組んだ
5名(うち2名は2012年に再訪問)の事例も分
析に加えて多くの事例を取り扱うこととす
る。 
 
(3)グループホームにおける住環境整備に関
する調査 
 居住系施設において取り組まれている｢構
造化｣など住環境整備について住宅への援用
可能性を探るため、自閉症児者の障害特性に
配慮したグループホームでヒアリングなら
びに行動観察調査を行った。調査期間は 2014
年 7月〜12 月であり、ヒアリング調査は随時
行い、行動観察調査は 5分ごとに滞在場所・
行為内容・他者との関係などを記録した。ま
た 5分ごとに限定せず随時記録した。調査日
時は、2014 年 7 月 7(月)-11(金)、11 月 3 

(月 )-7(金 )、  15:00〜 20:00(月 -木 )、
7:00-9:30 頃(出勤前まで)(金)である。 
 調査対象の GH-N は 3 つのグループホーム
(GH-N1〜3)から構成され、各倉庫で連結され
一体の建物になっているが、グループホーム
として独立している。20 人すべての入居者に
は自閉症や重度知的障害を抱えている。計画
段階でほとんどの入居者が決まっていたた
め、それぞれの生活の要望や障害特性に配慮
した居室が用意された。たとえば居住者の一
人には激しい聴覚過敏があるため、共用部分
を扉で仕切り 5人の個室と 2人の個室に分け、
さらに個室に防音設備と前室を設けた。3 つ
のグループホームに共通する空間構成とし
て、中央付近に食堂と居間を設け、両端に洗
面･浴室を設けていること、各居室の出入り
口の向かいに扉などの刺激物を置かないこ
とや、居室を出た入居者が他の入居者と顔を
合わせないように配慮している。行動観察調
査では GH-N2 を対象とした。GH-N2 は 3 つの
なかで比較的症状が軽い入居者がいて、調査
員が居ても影響はなく生活が安定している
ことが調査可能となった理由である。 
 
４．研究成果 
(1)自閉症児者の自宅の住環境整備に関する
アンケート調査結果 
 当事者の属性を示す。2歳〜25 歳までを対
象にし、平均年齢は 11。1歳であった。就学
前(2-6 歳)が 39 人、小学校低学年(6-8 歳)19
人、小学校中学年(6-8 歳)33 人、小学校高学
年(10-12 歳)26 人、中学生(12-15 歳)40 人、
高校生(15-18 歳)33 人、青年期(18 歳以上)10
人であった。性別について、男 141 人、女 51
人、無回答が 2人であった。障害種別につい
て、重度知的障害を伴う自閉症 60 人、重度
知的障害 14 人、中度知的障害を伴う自閉症
26 人、中度知的障害 3人、軽度知的障害を伴
う広汎性発達障害 52人、軽度知的障害 5人、
広汎性発達障害 28 人、アスペルガー症候群
12 人であった。住居形態について、戸建て住
宅 108 人、集合住宅 92 人であった。 
 個室について、｢個室有り｣92 人、｢個室は
ないが専用のスペース有り｣37 人、｢他家族と
共用の部屋有り｣14 人、｢収納スペースのみ｣
3 人、｢なし｣53 人、｢無回答｣1 人であった。
小学校中学年まででは個室がない割合が高
い。 
 教育環境を整備するにあたって TEACCH プ
ログラムに基づく「構造化」と呼ばれる環境
改変の取り組みが有効な手段であると考え
られている。構造化とは、空間や時間を視覚
的に分かりやすくなることで、自閉症児の行
動を自発的に促すことができるとされてい
る。本研究においては、構造化において住環
境整備にかかわる次の４つを指標として評
価する。①時間的構造化：毎日の予定をスケ
ジュール表に示すことで、活動の見通しを立
て、自閉症児の不安や混乱を除くこと。②ト
ラジション・エリア(中継地) ：一つの環境



（学習、作業）から別の場面に移行する際に
次の活動を確認する場所で、本研究ではスケ
ジュールの設置場所とする。③物理的構造
化：住宅内部を家具、ついたて、カーペット
などを用いて、子供に書く場所や場面の意味
を視覚的に理解しやすくすること。④カーム
ダウンスペース：パニックを起こした時にカ
ームダウンする場所。これらの実践状況を見
ると、｢時間的構造化｣は 78 人が実践、｢トラ
ンジションエリア｣は 78 人が実践、｢物理的
構造化｣は 63 人が実践、｢カームダウンスペ
ース｣は 49 人が実践していた。 
 不適応行動として次の 7 つの行動、「衝動
的に家の外に飛び出す行動(無断外出行動)」、
「物を家の中や外に放り投げる行動(物投げ
行動)」「高い所に登って降りる行動(高所登
り行動)」「家の中を走り回る･飛び跳ねる行
動(走り回り行動)」「大声を出す行動(大声行
動)」「水を出して遊ぶ行動(水遊び行動)」「壁
紙をはがす行動(壁紙はがし行動)」に注目す
る。不適応行動は、自閉症児者は環境の変化
や刺激物に敏感であることから現れる行動
やこだわり行動であるが、家族にとって気に
なる行動であり、自宅での生活に相応しくな
い行動であると考えられる。最も多く見られ
た行動は｢走り回り行動｣109 人である。つい
で「大声行動」108 人、｢水遊び行動｣105 人
である。以下は半数未満であるが、「無断外
出行動」73 人、「高所登り行動」73 人、「物
投げ行動」69 人、「壁はがし行動」46 人であ
った。次にそれらの対策を見る。「走り周り
行動」では「防音性のじゅうたんやコルクマ
ットを敷く」が 29 人、「床下にゴム製の防音
マットを敷く工事をした」が 3人、代替行動
として「トランポリンを与えた」が 3人であ
った。｢大声行動｣では「窓を閉める」が 62
人、「水遊び行動」では「鍵をつける」が 13
人、「元栓のバルブを調整した」が 5 人であ
る。代替手段として「水回りの掃除を日課に
した」が 9 人であった。「無断外出行動」で
は「玄関に複数の鍵をつける」が 41 人であ
った。「高所登り行動」では「上れないよう
に工夫している」が 27 人であった。その詳
細をみると、足場となる物を撤去すること、
背の高いタンスを撤去すること、タンスの上
に棚を取り付けることや板を天井まで取り
付けることといった工夫が見られた。「物投
げ行動」では「手の届かないところにしまう」
が 28 人、「取り出されて困るところにロック
した」が 15 人であり、視覚特性を考慮して
隠す手段が取られていた。「壁はがし行動」
では、「破れないようにほぼシートを貼った」
が 5人であった。すべての行動で「口頭で注
意している」が 50 人前後を占めているが、
障害特性から口頭注意では効果が薄く、繰り
返すことが多いと考えられる。 
 感覚調整障害のなかでもここでは聴覚に
ついて述べる。聴覚過敏の有無について、｢聴
覚過敏あり｣127 人であった。なかでもアスペ
ルガー症候群は 12人中 11人に聴覚過敏があ

った。また重度･中度知的障害を伴う自閉症
では 58 人に、広汎性発達障害では 52 人に聴
覚過敏があったが、知的障害単独(重度・軽
度)では聴覚過敏の人は 22人中 6人であった。
過敏に反応する音の種類をみると、特に多い
のは家電類で｢掃除機｣54 人、｢ドライヤー｣36
人、｢テレビ｣7 人であった。当事者が不在の
時に利用することやテレビの音を消す対応
をしている。設備類では｢水洗トイレの流れ
る音｣16 人、｢お風呂の換気扇｣7 人、｢空調機
の音｣7 人であった。建具類では少数ではある
が、｢開きドアの開閉音｣4 人、｢引き戸の開閉
音｣3 人、｢窓の開閉音｣1人であった。人の声
について、｢泣き声｣81 人、｢話し声｣22 人で
あった。話し声については当事者がいないと
きに話す対応をしているところもあった。過
敏に反応する住宅外の発生音について、｢バ
イク等乗り物｣115 人(複数回答)、｢サイレン
等｣56 人であった。突然発生する音に特に過
敏に反応するので、できるかぎり音が発生し
ないよう家族は心がけている。聴覚過敏の問
題は当事者だけの問題ではない。家族にも影
響が及び、当事者の前で話をしないこと、テ
レビ観賞を我慢していること、家電類が使え
ないことといった問題を抱えている。 
 (2)自閉症児者の住宅の住環境整備に関す
る訪問調査結果 
 対象者 16 人の属性について、年齢は 9 歳
〜21 歳であり、性別は男性 10 人、女性 6 人
である。障害種別をみると、全員が自閉症で
療育手帳 Aである。家族の判断では、14人で
何らかの聴覚過敏を有する。住居形態は戸建
て住宅が 9人、集合住宅が 7人である。 
 自室の有無をみると、15人は自室が与えら
れている。なお、ここでの自室は当初家族が
与えた室であり、実際の使い方とは異なって
いる場合がある。過ごし方として寝る・食べ
る・余暇活動に注目し、それらを行う室(ス
ペース)の関係をみる。寝る(寝)・食べる
(食)・余暇活動(余)がすべて同室で行ってい
る「寝･食･余一体」は 3人である。食事につ
いては落ち着いて食べられる環境を求めて
本人の意向で決めたものである。自閉症児者
にとって家族揃って食卓で食事をすること
は多くの刺激が集まることになり混乱をも
たらす原因になる場合もある。一方で家族一
緒に食卓で食事をすることの工夫がいくつ
かの家庭で見られた。 
 余暇活動に注目すると、「寝-食-余分離」
のように余暇活動を寝る室や食べる室とは
別に与えられていて、かつ余暇活動室(以下、
余暇室)を専有している対象者は 13 人(うち
自室が 6 人)である。物を並べること等のこ
だわり、不要な刺激を削除する点や場所と行
動の 1対 1の対応から広いスペースを必要と
している問題が考えられる。しかし必ずしも
余暇活動を行うために専有の室(スペース)
を与える必要はなく、場所の使い分けや家族
との共有を時間によって明確に分ける方法
である物理的構造化や時間的構造化によっ



て解決を図ることもできる。F16 では 1 日の
スケジュールとタイマーを明示することで
家族と物を共有している。 
 環境整備の取り組み状況をみると、「行為
場所」の物理的構造化に取り組んでいる事例
は 10 人である。「物の置く位置」の物理的構
造化に取り組んでいる事例は 13 人である。
「物の置く位置」を明示することで関連する
行為がそこで行われる。「行為場所」の構造
化では各行為をマットや仕切りで明確に示
す必要があり、ある程度の面積を必要とする。
トランジションエリアでは、11 人は家族が集
まるリビング内に設けている。家族が集まる
リビングが活動の切り替えになり、スケジュ
ールの組み立てや変更など家族と家決める
場所になっている。不要な刺激の除去では、
棚の内部が見えて、それに引っぱられて目的
の行為ができないことや目的の行為を忘れ
ること防ぐために目隠しをし、8 人の家庭で
取り組まれている。 
 事例を２つ取り上げる。M13 の居室は 2 階
にある。かつて 2 階窓から飛び降りたので、
住宅改修の給付を受けて住宅改修し、すべて
の窓やバルコニーに飛び出し防止の柵を施
している。1 階には余暇室を設け専有してい
る。ワークシステムを活用した自立課題の作
業場所としてリビングの一角に机と棚を設
置している。作業は毎日定時にしている。そ
の際、作業に集中できるようパーティション
を背後と横に設置している。トランジション
エリアは日中よく居る余暇室に設置してい
る。本人がよく居てよく見る場所に貼ること
により予定の交渉がしやすい工夫をしてい
る。 
 F14 は高い所に上る行動がみられ、上れる
ところには上った過去があるので家族が対
策を施している。たとえば冷蔵庫の上には天
井から板をつり下げて冷蔵庫の上が見えな
いようにし、テレビも転倒防止を施している。
トイレの壁紙は何度もはがしてきた過去が
ある。自閉症の特性である細部のほうに処理
が優先される結果つなぎ目からはがしてき
た。そのためアルミ板でつなぎ目を隠す工夫
をしている。またトイレのスイッチカバーも
はがしたのでアルミ板で挟み込んで固定し
ている。壁紙をはがすことやスイッチカバー
を剥がすことはトイレでのみ見られる現象
である。本人にとってトイレが嫌な場所にな
っていることが破損に結びついている可能
性があり発達障害支援の専門家の助言が必
要であると考えられる。 
(3)グループホームにおける住環境整備に関
する調査 
 スタッフへのインタビュー調査より明ら
かになった点を以下に記す。1）障害支援区
分 6 の居住者でも物理的･時間的に構造化さ
れた環境のなか支援を受けることで安定し
た生活を送ることができること。2）聴覚過
敏など感覚調整障害が強い居住者は最小限
のグループ人数で居住し限られた人としか

関わらない配慮をしていること。3）防音材、
ペアガラス、二重扉や前室など防音対策を施
しても効果がある居住者と効果がない居住
者がいること。 
 次に行動観察調査より入居者の個別性に
着目し他者との関係とスタッフの支援によ
る入居者の影響を事例的に分析する。なお調
査対象者は 7人ですべて男性であり、30 代 5
人、40 代 1人、50 代 1人である。また全員、
障害程度区分 6の自閉症である。 
 事例 1：Dさんの居室 
 D さんには聴覚過敏があり、周囲からの音
や他人に自室の扉を開けられることに敏感
に反応している。D さんは基本的に自室でビ
デオや音楽鑑賞して過ごすことが多く、食事
時にのみ共用空間に出てきて食事が終われ
ばすぐに自室に戻る。また基本的に部屋に出
入りするときには扉をしっかりと閉めて出
入りする。元々人と会話することが好きで、
夜間宿直者と自室で話をすることを楽しみ
にしている。自室は玄関に面して位置し、A
さん、Bさん、Cさんにとって各自室と居間･
食堂との動線である。7 月の各入居者の滞在
場所をみると、F さんや G さんは居室で過ご
すことが多い。A さんは自室で過ごすことが
多く、B さん、C さんは帰宅後〜夕食後まで
自室より共用空間で過ごすことが多く、夕食
後は自室で過ごす。特に Bさんや Cさんが移
動する時には、D さんの部屋の扉を開けるこ
とが時々見られた。E さんは自室で過ごすこ
とはほぼなく、居間・食堂で常に動き回って
いる。そして時々扉が開いたままや、内部が
気になるとスタッフ室やDさんの自室の扉を
開けることがある。時系列に見る 7月の Dさ
んの滞在場所とEさんの行為内容の関係につ
いて、E さんには扉が中途半端に開いている
と閉めに行くことや、扉の向こうが気になる
と扉を開けて中の様子を伺う習慣があり、こ
の「気になって覗く」ことを「一方的コミュ
ニケーション」と分類した結果、１日に何度
も中を覗いていることがわかった。 
 事例 2：Bさんの支援計画の変更 
 B さんには 7 月と 11 月の間に支援計画の
変更があった。B さんは、共用空間で他の入
居者(特に Cさん)に触られたり叩かれるなど
のちょっかいを受けることが多く、そのため
座席位置もお互い手が届かないよう離して
いた。また食事が近づくと落ち着きをなくし
共用部を徘徊して、食事の時間よりも早く担
当のお茶を配膳してしまうことがあった。そ
れにより時計が読めず他者の行動を見て自
分の行動を決める他の入居者がつられて行
動して、食事を待つ時間が長くなってしまい
全体的にストレスを与えてしまうことが多
かった。そこで、落ち着いた生活を送ること
が出来るようにするため、食前に共用部より
も居室にいる割合が多くなるように支援計
画を変更した。その結果、11 月の居間での滞
在回数は 7月よりも減少し、ちょっかいを受
けることの少ない居室内で過ごすようにな



った。また定時観察の 5分間での移動状況を
みると、11 月の徘徊が 7月より減少し、移動
食前や午前中の徘徊の回数が少なくなるな
ど、以前より安定した生活を送ることができ
るようになった。 
 
(4)まとめ 
 これまでの調査を踏まえて、自閉症児者の
住環境整備で配慮する点を記す。 
 ①トランジションエリア(見通しが立つス
ケジュールの掲示等)を個室やリビングに設
置する。②ある場所で行動をするとき必要と
される刺激物は最低限にし、必要なものは視
覚的に示し不必要なものは別室や収納に隠
す。③共有ではなく専用の空間をできるかぎ
り確保し、それができない場合はその人だけ
の特定の場所を設ける。④心を落ち着かせる
(カームダウン)場所を確保する。⑤共有空間
では人・場所・行動を 1対 1対 1対応にする、
⑥個室でも場所と行動を 1対 1対応が必要な
場合があること。⑦個室への動線はできるか
ぎり他者と共有する動線を短くすること。⑧
聴覚過敏に対して自閉症児者が過ごす場所
(特に個室)は苦手な音の発生源から離し、特
に個室では防音材や共有空間と離すといっ
た防音対策を施すことが望ましいが、無理な
場合は時間的な配慮や事前の連絡で対応で
きること。 
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